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検証対象として区分しているダム事業については、平成22年９月28日に定められた「ダム事業の検証に係
る検討に関する再評価実施要領細目」に沿って検証中であり、同細目において、検証終了までの間に実
施要領※１第３の１（４）「再評価実施後一定期間が経過している事業」 は、実施要領及び従前の細目※２

に基づき当該事業の再評価を行うものとされています。

丹生ダム建設事業は、検証対象ダムであり、平成22年９月28日に定められた「ダム事業の検証に係る検
討に関する再評価実施要領細目」に沿って、平成23年１月17日に「丹生ダム建設事業の関係地方公共
団体からなる検討の場」を設置し検討を行っています。

現在、検証に係る検討を行っているところですが、前回の再評価が平成20年度であり、実施要領に規定
されている「再評価実施後に３年間が経過している事業」に該当することから、今回、実施要領及び従前の
細目に基づき当該事業の再評価を行い、「検証終了までの間の事業の対応方針（案）」についてご意見を
伺うものです。

このため検討の場での検討状況は含めず、現在の事業内容（河川整備計画策定時に検討した内容）を
基に事業再評価を行っています。

今後は、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」の評価軸に基づく検証の検討内
容を踏まえ作成した対応方針の原案について、改めて本事業評価監視委員会で「事業の継続または中止
の方針」についてご意見をお聴きした上で、対応方針（案）を決定し、国土交通大臣に報告することとしてい
ます。

※１ 実施要領：国土交通省所管公共事業の再評価実施要領（H23.4.1最終改定）

※２ 従前の細目：河川及びダム事業の再評価実施要領細目（H22.4.1最終改定）

はじめに
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はじめに

＜ダム事業の再評価＞

＜ダム事業の検証に係る再評価＞

河川及びダム事業の再評価実施要領細目

検討主体による個別ダムの検証に係る検討
○検証対象ダム事業等の点検
○目的別の検討（治水対策、新規利水、

流水の正常な機能、その他）

○検証対象ダムの総合的な評価

対応方針（原
案）の作成

ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目

事業評価監視委員会

対応方針（案）の決定

対応方針（原
案）の作成

要領第４－１（３）により
関係地方公共団体の長等か

ら意見聴取

対応方針（案）の決定

学識経験者、関係住民、地方
公共団体の長、利水者等から

意見聴取

情
報
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開
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ッ
ク
コ
メ
ン
ト

事業評価監視委員会今回

※検証終了までの
間に再評価後一定
期間を経過した場合

３年

○事業の必要性に関する視点
○事業の進捗の見込みの視点
○コスト縮減や代替案の可能性の視点

＜検討の場の設置＞

＜ダム事業の再評価＞

H20年度

H23年度

次回

検証が完了するまでの間

河川及びダム事業の再評価実施要領細目

対応方針（案）の決定
Ｈ２２．９．２８ 国土交通大臣より検証指示

事業再評価は実施要領において再評価実施後一定期間（３年）が経過している直轄・機構のダム事業については概算要求書の提出時までに
実施する。（実施要領 第４ １（２））

検証に係る検討を開始しているダム事業についても事業継続中であるため、検証終了までの間は、上記事業再評価を実施する。（実施要領
細目* 第５ １）

検証に係る検討結果を踏まえ、ダム事業の対応方針又は中止の方針原案を、あらためて事業評価監視委員会の意見をお聞きする。（実施
要領細目* 第３ １（３）） ＊実施要領細目：ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目
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１．河川やその流域の概要
過去の災害実績（洪水）：姉川・高時川

明治29年９月 台風
全半壊／一部破壊：1,070戸／2,210戸
浸水家屋：9,063戸
死亡／負傷者：３人／８人

大正10年９月 台風
旧高月町で堤防決壊

全半壊／一部破壊：308戸／504戸
浸水家屋：不明
死亡／負傷者：５人／６人

昭和28年９月 台風13号
旧余呉町で堤防決壊

全半壊／一部破壊：１戸／－
浸水家屋：515戸
死亡／負傷者：０人／４人

昭和34年９月 伊勢湾台風（台風15号）
姉川：今村橋、国友橋橋脚沈下
旧浅井町堤防決壊

全半壊／一部破壊：62戸／58戸
浸水家屋：684戸
死亡／負傷者：11人／８人

（死者数に旧木之本町の土砂災害10人を含む）

昭和47年７月 梅雨前線
旧余呉町菅並で溢水

全半壊／一部破壊：０戸／数戸
浸水家屋：82戸
死亡／負傷者：－

昭和50年８月 台風６号
流量：野寺橋1,500m3/s（量水標流失のため推定値）
旧余呉町上丹生で破堤

全半壊／一部破壊：１戸／－
浸水家屋：39戸
死亡／負傷者：－

平成10年９月 台風７号
旧木之本町溢水

全半壊/一部破壊：－／－
浸水家屋：４戸
死亡/負傷者：－

出典：「昭和34年9月洪水国友橋橋脚が沈下した状況」
→湖北圏域河川整備計画（原案）【姉川・高時川抜粋版】計画概要説明 H16.11.13 滋賀県
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１．河川やその流域の概要
災害発生時の影響（洪水）：姉川・高時川

姉川・高時川の浸水想定区域図によると、概ね100年に１回起こりうる大雨（野寺橋地点の２日雨量
440㎜）により、長浜市内を中心に沿川区域の広い範囲で浸水が予想されます。特に、姉川と高時川の
合流点付近は浸水深が５ｍ以上になると予想される区域があります。

■浸水想定区域内の主な資産

• 浸水面積：約 7,500 ha
• 浸水区域内人口：約64,000人
• 被害総額：約4,700億円
• 主要交通機関：

JR北陸本線、国道８号線、
北陸自動車道

■浸水想定区域

出典：滋賀県ホームページより

淀川水系 姉川・高時川浸水想定区域図（総括図）

凡 例
浸水した場合に想定される水深

0.5m未満
0.5～1.0m未満
1.0～2.0m未満
2.0～5.0m未満
5.0m以上

市町界
河川等範囲
浸水想定区域の指定の対象となる
洪水予報河川区域
浸水想定区域の指定の対象となる
水位情報周知区間

姉川

田川

高時川
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１．河川やその流域の概要

平成14年10月13日瀬切れで死滅したアユ長浜市難波町付近

・高時川は天井川であり、水利用が進んでいるため、中下流部では、水面が無くなり川が干上がる
「瀬切れ」が毎年のように発生しています。
・瀬切れの結果、アユなどが産卵期に大量に死滅し、死んだ魚による悪臭被害も発生しています。
・平成６年渇水では、地下水位が低下し、井戸枯れが生じた地区や簡易水道の断水が発生しました

(旧高月町馬上)。

高時川の瀬切れ（長浜市難波町付近）

瀬切れの発生状況(平成22年12月31日現在)

過去の災害実績（渇水）：姉川・高時川
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１．河川やその流域の概要
過去の災害実績（渇水）：琵琶湖・淀川流域

琵琶湖、淀川流域では、琵琶湖開発事業の完了以前において、昭和48年、52年、53
年、59年、61年の５回の渇水が発生しています。琵琶湖開発事業完了後においても、平
成６年、12年、14年で渇水に見舞われており、市民生活や社会経済活動に対して影響を
及ぼしています。

平成6年渇水時(宇治川塔の島) 平成13年3月26日時点

平成6年渇水時(琵琶湖湖岸長浜市)
琵琶湖水位BSL-1.23m

平成7年4月27日時点
琵琶湖水位BSL0.25m

渇水時 平常時

渇水時 平常時

平成6年渇水時(琵琶湖浮御堂)
琵琶湖水位BSL-1.23m

平成7年4月26日時点
琵琶湖水位BSL0.25m

渇水時 平常時
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琵琶湖・淀川流域の渇水による取水制限日数の経年変化

琵琶湖開発事業前 琵琶湖開発事業後

琵琶湖・淀川流域の渇水による取水制限日数の経年変化

琵琶湖開発事業前 琵琶湖開発事業後

6



１．河川やその流域の概要
過去の災害実績（渇水）：琵琶湖・淀川流域

発生期間 被害市町村※ 取水制限等の状況

S48.7.31 ～ S48.11.5
大阪府：31市5町
兵庫県：5市

取水制限：上水最大20％・工水最大25％（98日間）
・淀川下流各種企業の洗浄水、冷却水、雑用水の節減により、一部企業で
減産、操業短縮となった。

S52.8.26 ～ S53.1.6
大阪府：31市5町
兵庫県：5市

取水制限：上水10％・工水15％（133日間）
・市民プール、学校プールなどが閉鎖された。

S53.9.1 ～ S54.2.8
大阪府：31市5町
兵庫県：5市

取水制限：上水10％・工水15％（161日間）
・プール閉鎖、公衆浴場の営業短縮などの影響があった。

S59.10.8 ～ S60.3.12
大阪府：32市7町1村
兵庫県：5市

取水制限：上水最大20％・工水最大22％（156日間）
・一時的に断水・赤水・にごりの影響が出た地域があった。
・塩水遡上により、臨海工水の取水に影響があり、一部企業で減産。

S61.10.17 ～ S62.2.10
大阪府：32市7町1村
兵庫県：5市

取水制限：上水最大20％・工水最大22％（117日間）
・塩水遡上により、臨海工水の取水に影響があり、一部企業で水道用水への
切り替えを行った。

H6.8.22 ～ H6.10.4
大阪府：32市7町1村
兵庫県：5市

取水制限：上水最大20％・工水最大20％（42日間）
・時間断水などの大きな被害はなかったものの、一部地域で減圧給水、プール
の閉鎖が実施された。
・琵琶湖水位は史上最低の-1.23mを記録した。
　＊滋賀県でも初めての取水制限を実施した。
　＊木津川流域の三重県、奈良県でも取水制限を実施。

H12.9.9 ～ H12.9.11
大阪府：33市8町1村
兵庫県：5市

取水制限：上水10％、工水10％（3日間）
　＊滋賀県では上記半分の5％の取水制限を実施した。

H14.9.30 ～ H15.1.8
大阪府：33市8町1村
兵庫県：5市

取水制限：上水10%、工水10%（100日間）

※被害市町村については、三川合流点下流にてとりまとめました。
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姉川

高時川
丹生ダム

丹生ダムの位置

滋賀県

福井県

三重県
奈良県

和歌山県

兵庫県 京都府

大阪府

太平洋

日本海

２．丹生ダム建設事業の概要

丹生ダム流域

国土地理院発行１／２００，０００地勢図（岐阜）に加筆

高時川

流域面積 約 212 ㎞２

幹川流路延長 約 48.4 ㎞

丹生ダム集水面積 約 93 ㎞２

高
時
川

余呉湖

丹生ダム集水域

姉川

姉川ダム

長浜市

杉野川

0 5km

N

丹生ダム

余呉町

栃ノ木峠

姉川流域

高時川流域

長浜市
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２．丹生ダム建設事業の概要

目 的 ・洪水調節：
姉川・高時川の洪水調節

・流水の正常な機能の維持：
高時川の流水の正常な機能の維持
異常渇水時の緊急水の補給

・新規利水：
水道用水 3.23 m3/s

（京都府・大阪府・阪神水道企業団）

ダム等 ・型 式 ：ロックフィルダム
・堤 高 ：145 m
・総貯水容量：約 150,000,000 m3

 ダム天端標高　EL 362.0ｍ

 サーチャージ水位 EL 352.5ｍ

 常時満水位　EL 349.5ｍ

 洪水期制限水位　EL 342.0ｍ

 最低水位　EL 270.8ｍ

 基礎地盤　EL 217.0ｍ

洪水調節容量

33,000千ｍ3

洪水期利水容量

110,000千ｍ3

　流水の正常な機能の維持
　49,000千ｍ3
　　流水の正常な機能の維持

　　 8,500千ｍ3

　　異常渇水時の緊急水の補給

　　40,500千ｍ3

　水道用水

　61,000千ｍ3

堆砂容量

7,000千ｍ3
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非洪水期利水容量

133,000千ｍ3

　流水の正常な機能の維持
　72,000千ｍ3
　　流水の正常な機能の維持

　　31,500千ｍ3

　　異常渇水時の緊急水の補給

　　40,500千ｍ3

　水道用水

　61,000千ｍ3

事業実施計画

見直しダム計画

目的
・洪水調節

・姉川・高時川の洪水調節
・流水の正常な機能維持
・高時川の流水の正常な機能維持
・異常渇水時の緊急水の補給

目的
・洪水調節

・姉川・高時川の洪水調節

・琵琶湖周辺の洪水防御及び
下流淀川の洪水調節

渇水対策容量を琵琶湖に確保する方法（Ｂ案）

渇水対策容量をダムに確保する方法（Ａ案）

河川整備計画の位置づけ(H21.3)

・天井川である姉川・高時川の浸水被害の軽減を図るには、洪水調
節施設によって対策を講ずることが有効である。丹生ダムについてはダ
ム型式の最適案を総合的に評価するための調査検討を行う。

・渇水対策容量を確保する方法については、丹生ダムで確保する方
法と琵琶湖で確保する方法があることから、最適案について総合的に
評価して確定するために調査・検討を行う。

淀川水系河川整備計画（H21.3）抜粋

（当初 平成6年3月 認可）
（第１回変更 平成14年2月認可）

琵琶湖

瀬田川

異常渇水対策容量を
丹生ダムで確保

琵琶湖への補給

渇水対策容量を
丹生ダムで確保

琵琶湖周辺の治水リスク
を増大させない対策

琵琶湖（イメージ）

琵琶湖

瀬田川

琵琶湖で
異常渇水対策容量を確保
琵琶湖で
渇水対策容量を確保
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昭和５５年 ４月 実施計画調査に着手

昭和５７年 ８月 「淀川水系における水資源開発基本計画」（全部変更） （高時川ダムとして掲上）

平成 ４年 ４月 「丹生ダムの建設に関する基本計画」 告示 （丹生ダムに名称変更）

平成 ４年 ８月 「淀川水系における水資源開発基本計画」（全部変更） （ダム名及び事業目的変更）

平成 ６年 ３月 「丹生ダム建設事業に関する事業実施方針」 指示

「丹生ダム建設事業に関する事業実施計画」 認可 【事業費 約1,100億円（S63P）、工期 S55年度～H12年度】

４月 水資源開発公団に事業承継

平成１０年 ８月 近畿地方整備局事業評価監視委員会 【対応方針：事業継続】

平成１４年 ２月 「丹生ダム建設事業に関する事業実施計画（第１回変更）」 認可 【事業費 変更なし、工期 S55年度～H22年度】

平成１５年 ８月 近畿地方整備局事業評価監視委員会 【対応方針：事業継続】

平成１７年 ７月 「淀川水系５ダムについての方針」 発表 （丹生ダムは規模を縮小して実施）

⇒ 利水者（大阪府、京都府、阪神水道）は、撤退の見込み

平成１９年 ８月 「淀川水系河川整備基本方針」 策定

平成２０年 ７月 近畿地方整備局事業評価監視委員会 【対応方針：事業継続】

平成２１年 ３月 「淀川水系河川整備計画」策定

４月 「淀川水系水資源開発基本計画」（全部変更）

（利水者の撤退に伴い、丹生ダム建設事業が供給目標を達成するための必要な施設整備から外れる）

⇒ 丹生ダム建設事業の見直しに係る諸調査は、当面の間は、水資源機構が引き続き行う

１２月 今後の治水対策のあり方に関する有識者会議設立（検証の対象となるダム事業に区分）

平成２３年 １月 「丹生ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」を設置

２．丹生ダム建設事業の概要
事業の主な経緯
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３．事業の必要性等に関する視点
●事業を巡る社会情勢等の変化（利水の撤退）

・・・阪神水道企業団 水道用水供給ビジョン～安全な水の安定供給の持続～（平成20年12月）よ
り抜粋
「今後の人口推移や社会情勢を考慮すると構成４都市の水需要は大きく増加することはないと推測
できることから、企業団では、これまで参画してきた丹生ダム建設事業と猪名川総合開発事業から撤
退します。」

大阪府

京都府

阪神水道企業団

・・・大阪府水道部経営・事業等評価委員会（平成17年８月）資料「大阪府の水源計画」より抜粋
「丹生ダム・大戸川ダムの現状（利水撤退）」

・・・京都府議会平成16年12月定例会（平成16年12月）知事答弁より抜粋
「水需要予測におけるピーク時の平成32年の府営水量に見合う水利権 2.15トンに安全分を加えました 2.65トン
程度が必要でありまして、現在の水利権 2.96トンのうち暫定水利権の一部、 0.3トン程度※は水源として減量可
能と判断したところであります。」
※ 丹生ダム毎秒 0.2立方メートル、大戸川ダム毎秒 0.1立方メートル

平成21年４月17日に閣議決定された「淀川水系における水資源開発基本計画」において、丹生ダムにお
ける新規利水の位置づけがなくなり、この結果、新規利水のための容量を確保する必要がなくなりました。

なお、事業の見直しに伴い、丹生ダム建設事業の見直しに係る諸調査は、当面の間は、独立行政法人
水資源機構が引き続き実施することとしました。

（参考 公表資料における撤退に関する記述等）
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■前回再評価の後、淀川水系河川整備計画が策定され(平成21年３月31日）、丹生ダムの
渇水対策容量の扱いについては、以下のとおりとされています。

○丹生ダム建設事業において渇水対策容量を確保することとしているが、ダムで容量を
確保する方法と琵琶湖で確保する方法があることから、最適案について総合的に評価
して確定するために調査・検討を行う。

３．事業の必要性等に関する視点
●事業を巡る社会情勢等の変化（異常渇水時の緊急水の補給 1/2）

【丹生ダムに確保する案】 【琵琶湖に確保する案】

現計画と同じダム型式 現計画と違うダム型式
●姉川・高時川の洪水調節 ●姉川・高時川の洪水調節

●異常渇水対策 ●琵琶湖周辺の洪水防御及び下流淀川の洪水調節

●流水の正常な機能の維持 ・　渇水対策容量を琵琶湖に確保

・　流水の正常な機能の維持は、丹生ダムとは別
　の事業で実施

総貯水
容　量 約 9,000万ｍ3 約 5,000万ｍ3

概念図

目的

琵 琶湖

瀬田川

渇水対策容量を
丹生ダムで確保

琵琶湖周辺の治水リス
クを増大させない対策
を丹生ダムで実施

琵琶湖に渇水対策
容量を確保

琵琶 湖に貯 留す るイメージ

琵琶湖

瀬田川

丹生ダム 丹 生ダム

琵琶湖に貯留するイメージ

出典：（淀川水系流域委員会第68回委員会（H19.12.11）審議資料１-２）から作成

渇水対策容量の確保方策イメージ
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３．事業の必要性等に関する視点

■渇水対策容量の確保に関する調査・検討は、河川整備計画策定後の事業をとりまく社会
情勢等の変化なども考慮しつつ、ダム事業に係る検証の中で、実施していきます。

■渇水対策容量にかかる調査・検討については、渇水対策容量を琵琶湖に確保する場合、
琵琶湖周辺への水位上昇の影響および、その対策として、瀬田川洗堰からの事前放流の
空振りによる水位低下の影響の検討を実施しています。

また、社会情勢等の変化を踏まえ、水需要の動向やそれに応じた渇水対策容量の必要
性などの調査・検討を行っています。

■最適案を検討するにあたって、ダム貯水池周辺の自然環境への影響についても検討して
おり、下記の項目について、学識者の助言を得て調査・検討を行っています。

①融雪出水による下流河川・琵琶湖への影響
②ダム型式別のダム貯水池及び放流水質の数値解析予測
③土砂移動の連続性・ダム下流河川環境・ダム貯水池周辺環境への影響
④ダム型式別の環境保全対策概略検討

●事業を巡る社会情勢等の変化（異常渇水時の緊急水の補給 2/2）
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■姉川の計画高水流量は、事業実施計画において、当時の滋賀県の計画をもとに、野寺橋
地点において 3,500m3/sとされています。なお、滋賀県の計画に基づく、丹生ダムの洪水調
節容量は 3,300万m3となります。

■その後、平成16年に滋賀県が作成した湖北圏域河川整備計画（原案）では、姉川の計画
高水流量は、野寺橋において 2,400m3/sとされています。
なお、丹生ダムの洪水調節容量として約 3,000万m3程度としています。

３．事業の必要性等に関する視点
●事業を巡る社会情勢等の変化(姉川、高時川の洪水調節 1/2）

丹生ダム
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３．事業の必要性等に関する視点

■姉川・高時川の洪水調節に関する調査・検討は、河川整備計画策定後の事業をとりまく社会情勢等
の変化なども考慮しつつ、ダム事業に係る検証の中で、実施していきます。

■姉川・高時川の洪水調節にかかる調査・検討については、目的に応じたダム型式の概略設計・事業費
算定や、近年の気象・水象データを追加し、姉川・高時川の治水計画を検証しています。

●事業を巡る社会情勢等の変化(姉川、高時川の洪水調節 2/2）

■前回再評価の後、淀川水系河川整備計画が策定され（平成21年３月31日）、姉川、高時川の洪水
調節については、以下のとおりとされています。

○天井川である姉川、高時川の浸水被害の軽減を図るためには、洪水調節施設によって対策を講じる
ことが有効である。このことから、現在事業中の丹生ダムについて、ダム型式の最適案を総合的に評価し
て確定するための調査・検討を行う。

●事業を巡る社会情勢等の変化（地域の状況（人口・資産の変化））

・姉川・高時川の浸水想定区域にある長浜市の人口
や資産については、前回の再評価以降、大きな変化
はありません。

長浜市の人口等の変化

1.074138世帯数（千世帯）

1.01124124人口（千人）

伸 率今 回前 回

※長浜市の人口、世帯数は、浅井町、虎姫町、湖北町、びわ町、
高月町、木之本町、余呉町、西浅井町を含んでいる。

【出典】前回：H12国勢調査、今回：H17国勢調査、伸率：今回／前回 15



■高時川の維持流量は、事業実施計画において、高時川頭首工直下において1.8m3/sとされています。
■近年、流域の土地利用変遷は、宅地・田畑・山林等の比率は横ばい傾向となっており、大きな変化は

ありません。
■高時川流域では、国営湖北農業水利事業が整備（余呉湖から導水するための揚水機場、水路改

修）されており、既得農水の利用に変化はありません。

３．事業の必要性等に関する視点

出典；滋賀県統計書の地積面積より作成

●事業を巡る社会情勢等の変化(高時川の流水の正常な機能の維持 1/2）

出典；新湖北農業水利事業概要パンフレットから作成

2.700 2.700 余呉湖補給揚水機 最大取水量［m3/s］

11.276 11.276 高時川頭首工 最大取水量［m3/s］

4,717 4,717 かんがい面積※［ha］

平成23年3月末時点平成20年3月末時点

※ 県営かんがい排水事業湖北地区に係る約1,600 haを含む

16



■前回再評価の後、淀川水系河川整備計画が策定され（平成21年３月31日）、渇水対策容
量と同様に、丹生ダムで確保する案と別の事業で実施する案とを検討することとしています。

(12頁参照）

３．事業の必要性等に関する視点

■高時川の流水の正常な機能の維持に関する調査・検討は、河川整備計画策定後の事業を
とりまく社会情勢等の変化なども考慮しつつ、ダム事業に係る検証の中で、実施していきます。

■高時川の流水の正常な機能の維持にかかる調査・検討については、維持流量の確保
方策のみならず、高時川の瀬切れ対策として、ダム貯留水以外による方策についても検討を
実施しています。

●事業を巡る社会情勢等の変化(高時川の流水の正常な機能の維持 2/2）
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・ 前回再評価の後に策定された淀川水系河川整備計画において「丹生ダムについて、ダム型
式の最適案を総合的に評価して確定するための調査・検討を行う。」、「『検討する』と記述し
ている施策は、今後、実施の可否も含めて検討を行っていく」とされていること

・ ダム事業の検証に係る検討においては洪水調節施設以外との比較検討を行っていくところで
あること

・ ダム事業の検証の結論を得るまでは本事業の実施内容は事実上調査・検討のみであること

以上より、ダム本体を含む事業全体を対象に費用対効果分析を行うことは適切でない

３．事業の必要性等に関する視点
●事業の投資効果
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3.2㎞（23％） 10.8㎞（77％）

7.7㎞（44％） 9.9㎞（56％）

40戸（100％）

351ha（88％）

49ha
（12％）

工事用道路　14.0㎞

付替県道・県道改良
17.6㎞

水没家屋移転　40戸

用地取得　400ha

平成22年度まで

平成23年度以降

事業進捗率（平成23年３月時点）

３．事業の必要性等に関する視点
●事業の進捗状況

・淀川水系河川整備計画に基づき、ダム型式の最適案を総合的に評価して確定するための調査・検討
を実施しています。

・事業全体の進捗率は約 ５１％（事業費ベース）です。

19



４．事業の進捗の見込みに関する視点

○ダム検証の結論を得るまでは新たな段階に入らず、現段階を継続する予定で
す。なお、本事業は、「生活再建工事」段階に区分されていますが、前回再評
価時から工事や用地補償は実施しておらず、引き続き調査・検討を継続する
予定です。

○「丹生ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」（平成23年１月
設置）における検討内容を踏まえてとりまとめた対応方針（案）を国土交通大臣
に報告する際には、改めて近畿地方整備局事業評価監視委員会で「事業の
継続または中止の方針」についてご意見をお聴きします。

●今後の事業スケジュール等
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５．コスト縮減や代替案等の可能性の視点

「淀川水系における水資源開発基本計画」
（平成21年４月）において、利水の位置づけが
なくなりました。

新規利水

渇水対策容量の必要性並びに代替案について

比較検討中
異常渇水時における緊急水の補給

代替案の比較検討中流水の正常な機能の維持

代替案の比較検討中洪水調節

検 討 内 容目 的

・丹生ダム建設事業の異常渇水時の緊急水の補給の容量について、ダムで容量を確保する
方法と琵琶湖で確保する方法があることから、最適案について総合的に評価してダム型式
を確定することとしているため、ダムの諸元を確定出来ていません。

・現在、平成22年９月28日に示された「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要
領細目」に基づき、代替案の検討を行っています。
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■ 大阪府知事

■ 滋賀県知事

早期に調査検討結果が明らかになるよう、必要な「調査・検討」を継続されることが妥当と考える。ただし、次項について留
意されたい。

①平成21年４月の「淀川水系における水資源開発基本計画」改定に伴い、利水撤退が明らかとなった時点の事業費、
各府県負担額を早急に明らかにすること。そのうえで、評価監視委員会の審議を受けられたい。

②異常渇水対策の必要性や緊急性の有無に係るこれまでの調査・検討結果を早急に明らかにすること。そのうえで、評価
監視委員会の審議を受けられたい。

■ 京都府知事

■ 兵庫県知事

丹生ダム建設事業については、淀川水系河川整備計画案に対して、本府が提出した知事意見にもあるように、渇水対策
の必要性や緊急性の有無に係るこれまでの調査・検討結果を早急に明らかにし、本府と協議されたい。

異常渇水対策の必要性も含めた調査・検討結果を早急に明らかにしたうえで、それを踏まえた事業計画の早期提示を求
める。

丹生ダム建設事業で確保するとされている渇水対策容量については、下記理由により、丹生ダム基本計画に渇水対策容
量を位置づけた平成４年当時と比べ、必要性・緊急性が低下していると考える。

①人口減少等による長期的な水需要の減少が想定されること。
②洪水期初期の琵琶湖制限水位を高く維持するなどの弾力的な水位操作により異常渇水時の水位低下を抑制する方

法が考えられること。
このことから、本県は、これまで、｢淀川水系河川整備計画｣策定及び｢丹生ダム建設事業の関係地方公共団体からなる

検討の場｣の規約作成にかかる意見照会に対し、｢渇水対策容量の必要性・緊急性の有無についての検討｣を求めて来たと
ころであり、その検討結果について早急に明らかにされたい 。

６．関係自治体の意見等
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７．対応方針（原案）

丹生ダム建設事業については、ダム事業の検証対象ダムとして、現在「ダム事業の
検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」の評価軸に基づく検討を行っている
ところですが、その結果を得るまでの間に従前の手法に基づき行った今回の事業再評
価の結果としては、新たな段階に入らず、現在の段階（生活再建工事）を継続するこ
とが妥当と考えます。

ただし、本事業は「生活再建工事」段階に区分されていますが、前回再評価の後、
工事や用地補償は実施しておらず、ダム型式を確定するための調査・検討を行ってき
たところです。ダム検証の結論を得るまでは、必要最低限の「調査・検討」について継
続することとします。

今後は、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」の評価軸に
基づく検証の検討内容を踏まえ作成した対応方針の原案について、改めて本事業評
価監視委員会で「事業の継続または中止の方針」についてご意見をお聴きした上で、
対応方針（案）を決定し、国土交通大臣に報告することとしています。
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丹生ダム建設事業

【再評価】

平成２３年 ７月

国 土 交 通 省 近 畿 地 方 整 備 局

独立行政法人 水資源機構関西支社

№７－２
近畿地方整備局

事業評価監視委員会
平成２３年度第１回



【
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回

評
価
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の

対
比

表
】

【
参

考
資

料
】

事
業

名
：
　
丹

生
ダ
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建

設
事
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成
２
３
年
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第
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回

事
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視
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事

業
化

年
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：
　
平

成
６
年
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回
評
価
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評
価
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成

２
０
年

７
月

平
成

２
３
年

７
月
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評

価
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３
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過

○
堤

体
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：
ロ
ッ
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フ
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ダ
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堤
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：
１
４
５
．
０
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調
節
地
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９
３
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2

同
左

１
，
１
０
０
億

円
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左
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1
9
年

度
末

時
点
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用

地
取

得
　
３
５
１
h
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４
０
０
h
a　

（
８
８
％

）
　
・
水

没
移

転
　
４
０
戸

／
４
０
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（
１
０
０
％

）
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替
道

路
　
７
．
７
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．
６
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・
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地
取
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５
１
／

４
０
０
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（
８
８
％
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・
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没
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４
０
戸

／
４
０
戸

　
（
１
０
０
％

）
　
・
付

替
道

路
　
７
．
７
km

／
１
７
．
６
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（
４
４
％

）

整
備

率
　
：
　
約

　
５
０
％

（
事

業
費

ベ
ー
ス
）

整
備

率
　
：
　
約

　
５
１
％

（
事

業
費

ベ
ー
ス
）

算
出
な
し

算
出
な
し

（
前

回
評

価
時

の
意

見
）

　
『
河
川
整
備
計
画
が
策
定
さ
れ
る
ま
で
は
、
本
体
工
事
に
着
手
せ
ず
、
調
査
・
検
討
等
を
継
続
し
、
ま
た
、
当
面

地
元
の
地
域
生
活
に
必
要
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道
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防
災
上
途
中
で
止
め
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適
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工
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と
が
妥
当
』
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費
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果
Ｂ
／

Ｃ

全
体

事
業

費

（
主

な
変

更
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由
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事
業

諸
元

再
評

価
理

由
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捗

率
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